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Ⅲ登録商標の更新、譲渡及び使用許諾 

（１）登録商標の更新 

登録商標の有効期間は 10 年間とし、登録許可の日から起算します（３７条）。登録商標の有効

期間満了し、継続して使用する必要があるときは、期間の満了６ヶ月以内に更新登録の出願をし

なければなりません。この期間内に出願できないときは、６ヶ月の延長期間を与えらえます。延長

期間を満了して出願しない時は、その登録商標が取消されます。毎回の更新登録の有効期間は

10 年間とします（３８条）。 

（２）登録商標の譲渡 

登録商標を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同して商標局に申請しな

ければなりません。登録商標の譲渡は、認可された後公告されます。譲受人は公告日より商標専

用権を有します（３９条）。 

（３）登録商標の使用許諾 

商標登録人は商標使用許諾契約を締結することで、他者がその登録商標を使用することを許

諾できます。他者の登録商標を使用することを許諾されているときは、その登録商標の商品に被

許諾者の名称及び商品の原産地を明記しなければなりません。商標使用許諾の契約は商標局

に届出なければなりません（４０条）。 

Ⅳ．商標権者の義務 

商標登録後、商標権者がその商標に対して専用権を享有すると共に、商標使用に関する管理

規定をも守らなければなりません。順守しない場合は、工商行政管理機関に処罰され、商標登録

が取消されることもあります。 



まとめてみると、商標権者は次のいくつかの点を注意しなければなりません。 

・     商標は登録のままで使用して、商標権者が無断に変更して、使用してはいけない 

・     登録商標人の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更してはならない 

・     登録商標を許可なく譲渡してはならない 

・     連続 3 年間登録商標を使用しない（以上 44 条） 

・ 商標を使用する者はその商標を使用する商品の品質に責任を負わなければならない。各クラス

の工商行政管理部門は商標管理を通じ、消費者を詐欺する行為を差止めなければならない（7

条） 

・  

・ Ⅴ．渉外商標の登録及びその登録手続の代理（１７条、１８条） 

外国人又は外国の企業が中国で商標登録を出願し、及びその他の商標に係わる事項を処理

する場合は、国に認可された代理機構に委任しなければならない。三資企業(独資・合弁・合作)

は中国の企業と見なされて、その会社が自社名義で商標登録出願又はその他の商標手続をする

場合には、会社自身が手続きしても、代理人に委任してもかまわない。 
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